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消費税率８％への引上げに合わせた区分支給限度基準額の見直しについて 

社保審－介護給付費分科会第98 回（H26.1.15）資料1-4より一部抜粋 

 

１．基本的な考え方 

○ 区分支給限度基準額については、消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対

応を行うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、

区分支給限度基準額を超える利用者が新たに生じること等から、引き上げる。 

 

○ なお、特定福祉用具販売と住宅改修に係る支給限度基準額については、当該

サービス費は介護保険制度創設時から公定価格ではないこと等から、引き上

げない。 

 

２．区分支給限度基準額 

＊居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支

給限度基準額 

要介護度 現行区分支給限度基準額 ４月からの区分支給限度基準額 差額 

要支援１ ４，９７０単位 ５，００３単位 ３３単位 

要支援２ １０，４００単位 １０，４７３単位 ７３単位 

要介護１ １６，５８０単位 １６，６９２単位 １１２単位 

要介護２ １９，４８０単位 １９，６１６単位 １３６単位 

要介護３ ２６，７５０単位 ２６，９３１単位 １８１単位 

要介護４ ３０，６００単位 ３０，８０６単位 ２０６単位 

要介護５ ３５，８３０単位 ３６，０６５単位 ２３５単位 
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指定居宅サービス介護給付費単位数表 

 

◎訪問介護費 

 

身体介護が中心である場合 

項目 現行 項目 ４月からの単位数 差 

所要時間20分未満の

場 

170 所要時間20分未満の

場 

171 1 

所要時間20分以上30

分未満の場合 

254 所要時間20分以上30

分未満の場合 

25５ 1 

所要時間30分以上１

時間未満の場合 

402 所要時間30分以上１

時間未満の場合 

40４ ２ 

所要時間１時間以上の

場合 

584単位に所要時間

１時間から計算して所

要時間30分を増すご

とに83単位を加算し

た単位 

 所要時間１時間以上の

場合 

58７単位に所要時間

１時間から計算して所

要時間30分を増すご

とに83単位を加算し

た単位 

  

 

生活援助が中心である場合 

項目 現行 項目 ４月からの単位数 差 

所要時間20分以上45

分未満の場合 

190 所要時間20分以上45

分未満の場合 

19１ 1 

所要時間45分以上の

場合 

235 所要時間45分以上の

場合 

23６ 1 

通院等のための乗車又

は降車の介助が中心で

ある場 

100 通院等のための乗車又

は降車の介助が中心で

ある場 

10１ 1 

 

介護予防訪問介護費（１月につき） 

項目 現行 項目 ４月からの単位数 差 

介護予防訪問介護費（Ⅰ） １.２２０ 介護予防訪問介護費（Ⅰ） １.２２６ 6 

介護予防訪問介護費（Ⅱ） ２.４４０ 介護予防訪問介護費（Ⅱ） ２.４５２ 12 

介護予防訪問介護費（Ⅲ） ３.８７０ 介護予防訪問介護費（Ⅲ） ３.８８９ 19 

＊４月からの各加算項目は、介護・予防共に現行と変更なし。 
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指定居宅サービス介護給付費単位数表 

 

◎通所介護費 

小規模型通所介護費 

 

・所要時間３時間以上５時間未満の場合 

介護度 単位数 介護度 ４月からの単位数 差額 

要介護１ 461 要介護１ 464 ３ 

要介護２ 529 要介護２ 533 ４ 

要介護３ 596 要介護３ 600 ４ 

要介護４ 663 要介護４ 668 ５ 

要介護５ 729 要介護５ 734 ５ 

 

・所要時間５時間以上７時間未満の場合 

介護度 単位数 介護度 ４月からの単位数 差額 

要介護１ ７００ 要介護１ ７０５ 5 

要介護２ ８２５ 要介護２ ８３１ 6 

要介護３ ９５０ 要介護３ ９５７ 7 

要介護４ １.０７４ 要介護４ １.０８２ 8 

要介護５ １.１９９ 要介護５ １.２０８ 9 

 

・所要時間７時間以上９時間未満の場合 

介護度 単位数 介護度 ４月からの単位数 差額 

要介護１ ８０９ 要介護１ ８１５ 6 

要介護２ ９５１ 要介護２ ９５８ 7 

要介護３ １.１００ 要介護３ １.１０８ 8 

要介護４ １.２４８ 要介護４ １.２５７ 9 

要介護５ １.３９５ 要介護５ １.４０５ 10 

 

・介護予防費 

 

 

 ＊４月からの各加算項目は、介護・予防共に現行と変更なし。 

介護度 単位数 介護度 ４月からの単位数 差額 

要支援１ ２.０９９ 要支援１ ２.１１５ 16 

要支援2 ４.２０５ 要支援2 ４.２３６ 31 
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指定居宅介護支援介護給付費単位数表 

 

◎居宅介護支援費 

 

居宅介護支援費（１月につき） 

居宅介護支援費(Ⅰ) 

項目 単位数 項目 ４月からの単位数 差 

要介護１又は

要介護２ 

1,000 要介護１又は

要介護２ 

1,005 ５ 

要介護３、要

介護４又は要

介護５ 

1,300 要介護３、要

介護４又は要

介護５ 

1,306 ６ 

 

居宅介護支援費(Ⅱ) 

項目 単位数 項目 ４月からの単位数 差 

要介護１又は

要介護２ 

５００ 要介護１又は

要介護２ 

５０２ ２ 

要介護３、要

介護４又は要

介護５ 

６５０ 要介護３、要

介護４又は要

介護５ 

６５３ ３ 

 

居宅介護支援費(Ⅲ) 

項目 単位数 項目 ４月からの単位数 差 

要介護１又は

要介護２ 

３００ 要介護１又は

要介護２ 

３０１ １ 

要介護３、要

介護４又は要

介護５ 

３９０ 要介護３、要

介護４又は要

介護５ 

３９２ ２ 

 

 

◎介護予防支援費（１月につき） 

項目 単位数 項目 ４月からの単位数 差 

介護予防支援費 ４１２ 介護予防支援費 ４１４ ２ 

 

＊４月からの各加算項目は、介護・予防共に現行と変更なし。 


